
平成３０年４月以降、地域区分の見直しによる報酬１単位単価は以下の通りになります。 

※各事業所様の地域区分については各都道府県国保連合会に問い合わせ頂くか、厚労省資料：平成 30～32年度における地域区分の適用地域（障害者サービス）を 

ご参照ください。 

 

参考：平成 30年２月５日：平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要  別紙５ 地域区分の見直しについて 142Ｐ 


